
環  境  局 

 
令和６年第三回定例会 環境・建設委員会案件 

（事前説明資料） 
 
 
１ 条例案 ４件 
 (1) 東京都浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例 

 (2) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例 
(3) 東京における自然の保護と回復に関する条例の一部を改正する条例 
(4) 東京都自然公園条例の一部を改正する条例 

【９月１３日説明、９月３０日質疑】 
 

２ 請願・陳情 ２件 
  (1) 有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）による汚染についての健康調査と原因究 

明に関する陳情 
  (2) ＧＬＰ昭島プロジェクトに係る東京都環境影響評価審議会における審議

に関する陳情 

【９月１３日説明、質疑】  



 

 

東京都浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を 

改正する条例など４条例案について（概要） 

（第三回定例会） 

 

１ 背景 

○  地方公共団体の条例には、地方自治法第 14 条第 3 項の規定により、「２

年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金」等の罰則を設けること

ができるとされており、環境局では２に掲げる条例において懲役の罰則

を設けている。 

○  今般、刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 67 号。以下「改

正法」という。）により、「懲役」及び「禁錮」が廃止され、代わりに「拘

禁刑」が創設されることとなった。 

○  改正法にあわせて地方自治法の規定も改正され、いずれも令和７年６

月１日から施行されることとなったことから、所要の改正を行う。 

 

２ 対象条例 

（１）東京都浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 

（２）都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 

（３）東京における自然の保護と回復に関する条例 

（４）東京都自然公園条例 

 

３ 改正内容 

各条例の罰則規定中、「懲役」を「拘禁刑」に改める（詳細別紙）。 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

令和６年  第三回定例会  条例改正案提出 

令和７年６月１日  【国】【都】改正法、改正条例等施行 

 

 
環 境 局  
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別紙１  
改正の概要（案） 

 
 各条例の罰則規定のうち、懲役を拘禁刑に改める。 
 
○東京都浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（昭和 60 年東京都条例第 70 号） 

 

罰則規定 改正案 現行 

第 19 条 次の各号のいずれかに該当する者は、１

年以下の拘禁刑又は 10 万円以下の罰金

に処する。 

一から三まで （現行のとおり） 

次の各号のいずれかに該当する者は、１

年以下の懲役又は 10 万円以下の罰金に

処する。 

一から三まで （略） 

 

○都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12 年東京都条例第 215 号） 

 

罰則規定 改正案 現行 

第 158 条 次の各号のいずれかに該当する者は、１

年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金

に処する。 

 一及び二 （現行のとおり） 

次の各号の一に該当する者は、１年以下

の懲役又は 50 万円以下の罰金に処す

る。 

 一及び二 （略） 

 

○東京における自然の保護と回復に関する条例（平成 12 年東京都条例第 216 号） 

 

罰則規定 改正案 現行 

第 64 条 次の各号のいずれかに該当する者は、１

年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金

に処する。 

 一及び二 （現行のとおり） 

次の各号の一に該当する者は、１年以下

の懲役又は 50 万円以下の罰金に処す

る。 

 一及び二 （略） 

第 65 条 次の各号のいずれかに該当する者は、６

月以下の拘禁刑又は 30 万円以下の罰金

に処する。 

 一から三まで （現行のとおり） 

次の各号の一に該当する者は、６月以下

の懲役又は 30 万円以下の罰金に処す

る。 

 一から三まで （略） 

 

○東京都自然公園条例（平成 14 年東京都条例第 95 号） 

 

罰則規定 改正案 現行 

第 68 条 次の各号のいずれかに該当する者は、１

年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰

金に処する。 

 一及び二 （現行のとおり） 

次の各号のいずれかに該当する者は、１

年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金

に処する。 

一及び二 （略） 

第 69 条 第 12 条第７項の規定により許可に付せ

られた条件に違反した者は、６月以下の

拘禁刑又は 50 万円以下の罰金に処す

る。 

第 12 条第７項の規定により許可に付せ

られた条件に違反した者は、６月以下の

懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。 
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別紙２ 
 

罰則対象となる行為の例 

 

条例 概要 罰則規定 対象となる行為例 

東京都浄化槽保守点検業

者の登録に関する条例  

 

浄化槽法に基づき、保守点検

業者の登録や保守点検につい

て定めるもの 

１年以下の懲役又は 10 万

円以下の罰金 

・無登録営業又は不正登録、

事業停止命令違反 

都民の健康と安全を確保

する環境に関する条例  

 

環境負荷の低減のため、公害

防止及び気候変動対策につい

て定めるもの 

１年以下の懲役又は 50 万

円以下の罰金 

・操業停止命令等違反、改善

命令違反又は処分違反 

東京における自然の保護

と回復に関する条例  

 

緑化や自然地の保護・回復、

野生動植物の保護等について

定めるもの 

１年以下の懲役又 50 万円

以下の罰金 

6 月以下の懲役又は 30 万

円以下の罰金 

・捕獲禁止等違反 

・不許可行為、許可条件違反、

命令違反 

東京都自然公園条例            

 

都立の自然公園の指定、保護、

利用及び管理について定める

もの 

１年以下の懲役又は 100

万円以下の罰金 

6 月以下の懲役又は 50 万

円以下の罰金 

・不許可行為、中止命令等違

反 

・許可条件違反 
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 整 理 番 号 １ 

陳 情 番 号 ６第 １５号の２ 

件 名 
有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）による汚染についての健康調査と原因究明 

に関する陳情 

受理年月日 令和６年 ４月１５日 付託年月日 令和６年 ６月 ５日 

陳 情 者 

小平市 
自由三多摩の会 小平支部 
   代表 柴 垣 茂 之  

要 旨 
都において、次のことを実現していただきたい。 

２ ＰＦＡＳによる汚染の原因を究明し、その情報を開示すること。 

現在の状況 

１ 都は、これまで、国に先んじて水道水の安全性を確保するとともに、都

内全域二百六十か所の地下水調査等を行い、その結果は広く公表してきた。 

 

２ 具体的には、水道水の給水栓（蛇口）にて暫定目標値を超過するおそれ

がある場合には、当該の水源井戸からの取水を直ちに停止するほか、暫定

指針値の超過が判明した地下水については、継続して測定するとともに、

飲用井戸所有者には飲用しないよう助言を行うなどの取組を徹底してき

た。 

 

３ あわせて、ＰＦＯＳ等に関する都の取組等について正確に理解していた

だくため、都全体の取組内容とＱ＆Ａ集についても分かりやすく提供して

いる。 

 

４ 令和６年度は、これまでの取組を加速・充実させるよう、これまで複数

年かけて実施してきた都内全域の調査を１年間で行うほか、都の調査を補

完する独自調査を実施する区市町村に対して、費用の一部を負担していく。 
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陳情 　 ６ 第　 １ ５ 号　 1 / 1

件　 　 　 名 有機フ ッ 素化合物（ Ｐ Ｆ Ａ Ｓ ） による汚染についての健康調査と 原

因究明に関する陳情

番　 　 　 号

付託委員会

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 ６ 第　 １ ５ 号の１ 　 厚　 生　 　 委員会付託

　 　 　 　 　 　 　 の２ 　 環境・ 建設委員会付託

受理年月日 令和　 ６ 年　 ４ 月１ ５ 日 郵便番号 187-0002

住所・ 氏名

小平市花小金井五丁目５ －３ ４

　 　 自由三多摩の会　 小平支部

　 　 　 　 　 代表　 柴　 垣　 茂　 之　

（ 願　 　 意）

　 都において、 次のこ と を実現し ていただき たい。

１ 　 有機フ ッ 素化合物（ 以下「 Ｐ Ｆ Ａ Ｓ 」 と いう 。 ） により 汚染さ れた地域の住民に対

　 する健康調査を 実施するこ と 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 — 以上　 厚生委員会—

２ 　 Ｐ Ｆ Ａ Ｓ による汚染の原因を究明し 、 その情報を開示するこ と 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 — 以上　 環境・ 建設委員会—

 

 

（ 理　 　 由）

　 東京都の多摩地域において水道水に使われていた井戸水から 、 発がん性が疑われるＰ

Ｆ Ａ Ｓ が検出さ れている。 都が実施し た地下水の調査では、 こ れまでに、 都内１ ７ の自

治体で国の暫定目標値を上回る値が検出さ れ、 こ のう ち１ ２ の自治体が多摩地域と なっ

ている。 多摩地域の水道水は、 全体の配水量の１ 割から ２ 割程度を 井戸で取水する地下

水が占めるため、 早急な汚染源の特定と 対策が求めら れている。 Ｐ Ｆ Ａ Ｓ は分解さ れに

く く 、 人体への様々な影響と し ては、 胎児の低体重、 免疫系の障害、 腎臓がん、 甲状腺

疾患など、 深刻な健康被害の懸念がある。

　 そう し たＰ Ｆ Ａ Ｓ による汚染の実態を早急に把握するため、 都は、 国や他の自治体と

連携し 、 汚染が明ら かになっ ている多摩地域を 中心に、 住民がＰ Ｆ Ａ Ｓ 血中濃度の測定

や尿検査などを 受けら れる検査体制を整える必要がある。 同時に、 地下水の調査も 継続

し て行い、 汚染の原因を究明し 、 その情報を開示すべき である。
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 整 理 番 号 ２ 

陳 情 番 号 ６第 ３１号 

件 名 
ＧＬＰ昭島プロジェクトに係る東京都環境影響評価審議会における 

審議に関する陳情 

受理年月日 令和６年 ６月 ７日 付託年月日 令和６年 ６月１２日 

陳 情 者 

昭島市 
上向自治会 
   会長 梅 田   実  

要 旨 

都において、東京都環境影響評価審議会（以下「審議会」という。）に対

して、ＧＬＰ昭島プロジェクトの審議を慎重に進めるよう求めていただきた

い。 

現在の状況 

１ 本件環境影響評価は、環境影響評価書案に示されているとおり、現況、

大部分がゴルフ場、一部がゴルフ練習場及び宿泊施設等の敷地として、全

域が人工的な管理下にある昭島市内の計画地に、物流施設及びデータセン

ター等を新設する事業に対して行うものである。 

 

２ 事業者は、環境影響評価調査計画書に対する審議会答申のほか、昭島市

都市計画マスタープラン等の上位計画及び市において検討中の計画地エリ

アの地区計画骨子案や、都民及び関係市長の意見を踏まえながら、調査計

画書に示された事業計画案の見直しを行い、当該見直された計画案に基づ

く環境影響評価書案が、本年１月 15 日に提出された。 

 

３ 本評価書案は、本年２月 28 日まで公示・縦覧され、２月 18 日及び 19 日

に環境影響評価条例に基づき事業者による説明会が行われた。また３月 14

日を期限として都民及び関係市長からの意見の提出を受け付け、これらの

意見に対する事業者の見解を示した「評価書案に係る見解書」が７月 22 日

に提出され、交通、自然環境、景観への影響等について見解を示している。 

 

４ 現在、環境影響評価審議会部会において、審議会委員による専門的立場

からの審議が進められており、今後、評価書案について、都民や関係市長

からの意見等も踏まえ、環境保全の見地から審議会答申が出されることと

なる。 
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陳情 　 ６ 第　 ３ １ 号　 1 / 2

件　 　 　 名 Ｇ Ｌ Ｐ 昭島プロジェ ク ト に係る東京都環境影響評価審議会における

審議に関する陳情

番　 　 　 号

付託委員会

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 ６ 第　 ３ １ 号　 　 　 環境・ 建設委員会付託

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

受理年月日 令和　 ６ 年　 ６ 月　 ７ 日 郵便番号 196-0001

住所・ 氏名

昭島市美堀町二丁目１ ２ －１ ４

　 　 上向自治会

　 　 　 　 　 会長　 梅　 田　 　 　 実　

（ 願　 　 意）

　 都において、 東京都環境影響評価審議会（ 以下「 審議会」 と いう 。 ） に対し て、 Ｇ Ｌ

Ｐ 昭島プロジェ ク ト の審議を 慎重に進めるよう 求めていただき たい。

 

 

（ 理　 　 由）

　 Ｇ Ｌ Ｐ 昭島プロジェ ク ト の開発地は､周辺に隣接し て約7, 000世帯が居住する住宅があ

り 、 昭島市内でも まれに見る良好な自然環境及び景観が存在する地域である。 こ のよう

な地域に巨大な施設を 開発するため、 近隣住民は、 環境への影響と 環境の大幅な劣化を

非常に危惧し ている。 既に、 審議会において審議が始まっ ているが、 通常以上に多数の

意見が提出さ れているため、 慎重な審議を すべき である。

　 Ｇ Ｌ Ｐ 昭島プロジェ ク ト は､主要幹線道路である国道１ ６ 号から 直線で1. 7キロメ ート

ルほど離れた、 住宅街や商業地等に囲まれたゴルフ 場跡地の開発である。 高さ ４ ０ メ ー

ト ルから ５ ５ メ ート ルの巨大物流施設３ 棟及び高さ ３ ５ メ ート ルのデータ センタ ー８ 棟

の合計で約６ ０ ヘク タ ールに及ぶ施設の建設は、 いずれも 国内最大級であり 、 東京都環

境影響評価制度の対象と なっ ている。

　 そし て、 物流ト ラ ッ ク が、 当該施設に至るまで、 小中学生の通学路や住民の生活道路

を 右左折し ながら 通行する。 一日に最大で5, 800台、 入出庫の往復で１ 万1, 600台の物流

に関連する車両が通行するこ と になる。

　 また、 データ センタ ーは、 消費電力が合計で約３ ０ 万キロワッ ト と 膨大であり 、 冷却

用空調機等の設備機器を含めると ４ ２ 万キロワッ ト 程度と 見込まれる。 こ れは、 平均的

な原子炉１ 基当たり の発電設備容量の約半分程度の電力である。

　 住民は、 こ の開発により 主に次のこ と を 危惧し ている。

　 第一に、 交通への影響である。 物流施設が稼働するこ と で、 大型物流ト ラ ッ ク 等の通

行により 、 交通量が大幅に増加し 、 市内各地における大気汚染、 振動及び騒音が発生す

る。 また、 子供の交通事故や、 通勤や買い物時の交通渋滞にも つながる。
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陳情 　 ６ 第　 ３ １ 号　 2 / 2

　 第二に、 自然環境への影響である。 データ センタ ーから の膨大な排熱により 、 ヒ ート

アイ ラ ンド 現象による熱帯夜が生じ る。 また、 施設の消費電力が４ ２ 万キロワッ ト 以上

と なるこ と から 、 昭島市における大幅な電力使用量の増加と 温室効果ガスの問題が生じ

る。 さ ら に、 開発地の中央辺り にある代官山緑地周辺における数千本の樹木の伐採によ

り 、 オオタ カ やアナグマなどの生態系への影響がある。 加えて､開発地の北端約1. 5キロ

メ ート ルに及び隣接する史跡玉川上水、 西端の上水公園の樹林への日照やビル風、 蛍や

希少植物などの生態系への影響がある。

　 第三に、 景観への影響である。 周辺の商業施設や史跡玉川上水の樹木の高さ である地

上２ ０ メ ート ルから ３ ０ メ ート ル程度の現状のスカ イ ラ イ ンが、 建設さ れる施設の高さ

により 大幅に上昇する。 また、 住宅から 開発地越し に富士山や赤城山を眺望でき るが、

施設の建設により 見えなく なる。

　 第四に、 公共施設への影響である。 開発地の中央辺り には、 福祉や子育て関連の施設

があり 、 様々な影響が生じ る。

　 本開発は、 日本Ｇ Ｌ Ｐ 株式会社の大型物流施設である五つのＡ Ｌ Ｆ Ａ Ｌ Ｉ Ｎ Ｋ のう ち

の一つである。 他の四つは、 直近に高速道路のイ ンタ ーチェ ンジや自動車専用道路など

の幹線道路がある工場の跡地や田園地帯に建設さ れており 、 地域に荷物を 運ぶト ラ ッ ク

以外に大量の大型物流ト ラ ッ ク が住宅街の生活道路を通行するこ と はない。 また、 周辺

に住宅街や良好な自然環境及び景観が存在し ない土地に建設さ れている。 本開発地は、

こ れら の状況と は全く 異なる。 より 良い環境保全のため、 審議会における審議を より 慎

重に行う べき である。
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